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相模原市立環境情報センター事業協力者登録制度実施要綱 

(趣旨) 

第１条 この要綱は、相模原市立環境情報センター（以下「センター」という。）の実施方針

（相模原市立環境情報センターの基本的事項について 平成１７年７月策定）に基づき、セ

ンター事業協力者登録制度（以下、愛称の「エコネットの輪」という。）を創設し、その運

営に関し必要な事項を定めるものとする。 

(エコネットの輪の登録等) 

第２条 市長は、持続可能な社会の構築を担う地域の市民活動団体、企業、大学、行政、個人

等を、ボランティア、地域貢献活動を目的に地域の環境学習及び環境活動を支援するため、

次の各号のいずれかに掲げる事業に協力する場合、エコネットの輪に登録をすることができ

るものとする。 

（１）環境学習プログラムの提供・実施 

（２）環境に係る場や機会の提供 

（３）教材等の備品及び図書・資料等の情報の提供 

２ 登録をしようとするものは、登録票を添えて、エコネットの輪登録等申請書（以下、「申

請書」という。）を市長に提出しなければならない。 

３ 市長は、必要と認めたときは、申請者に、必要な書類の提出を求めることができる。 

４ 市長は、申請書を、次の各号について審査の上、その登録を、承認するときはエコネット

の輪登録通知書により、承認しないときはその旨を、申請者に通知するものとする。 

（１）自主的かつ主体的に実施できる内容であるか。 

（２）ボランティア、地域貢献活動、企業等の社会的責任であるか。 

（３）受益者負担が適当であるか。 

(登録の取消し承認事項変更の手続き) 

第３条 登録を承認されたものは、登録の取消し又は承認された事項の変更をしようとすると

きは、申請書を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、取消し又は承認事項変更を、承認す

るときはエコネットの輪登録通知書により、承認しないときはその旨を、申請者に通知する

ものとする。 

３ 市長は、登録を受けた内容に偽り又は不正な手段により登録を受けたと認められるとき、

その他引き続き登録することが適当でないと認めるときは、登録を取り消すことができるも

のとする。 

４ 市長は、前項の規定により登録を取り消したときは、エコネットの輪登録取消通知書によ

り、当該登録者に通知するものとする。 
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(事業) 

第４条 エコネットの輪の事業は、おおむね次に掲げるものとする。 

（１）「相模原市の環境学習・環境活動プログラム集『エコネットの輪』」の作成及び周知。 

（２）自主的かつ主体的な環境学習・環境活動プログラムの実施。 

（３）エコギャラリー事業の計画・実施。 

（４）交流事業の計画・実施。 

（５）年間の活動実績のまとめ。 

(個人情報の提供) 

第５条 登録された個人情報は、前条第１号に規定されたもののほか、インターネットによる

情報を提供するものとする。 

２ 個人情報の提供は、インターネット等の危険性を十分説明したうえで、本人の承諾を得て

行うものとし、提供する個人情報については本人の選択ができるものとする。 

(委任) 

第６条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成１８年１月１日から施行する。 


